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平成２３年１１月２９日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成２３年（行ケ）第１０１１６号 審決取消請求事件 

口頭弁論終結日 平成２３年１１月１５日 

            判        決 

原 告    エ ナ ー テ ッ ク 株 式 会 社 

訴 訟 代 理 人 弁 護 士    柿  崎  喜 世 樹 

被 告            Ｙ 

訴 訟 代 理 人 弁 理 士    中 川 邦 雄 

 

            主        文 

     原告の請求を棄却する。 

     訴訟費用は原告の負担とする。 

 

            事 実 及 び 理 由 

第１ 原告の求めた判決 

 特許庁が無効２０１０－８０００８１号事件について平成２３年３月３日にした

審決を取り消す。 

 

第２ 事案の概要 

本件は，被告の請求に基づいてされた原告の特許を無効とする審決の取消訴訟で

あり，主たる争点は，公知文献であると主張された文献が本件出願前に頒布された

かどうか及び容易推考性の存否である。 

 １ 特許庁における手続の経緯 

(1) 原告は，平成１４年５月２日に，名称を「高断熱・高気密住宅における深

夜電力利用蓄熱式床下暖房システム」とする発明について特許出願（特願２００２

－１３０３２３号）をし，平成１６年５月１４日に，本件特許第３５５２２１７号
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として特許登録を受けた（請求項の数２）。 

(2) 被告は，平成２２年４月２８日に，本件特許について無効審判請求をした

（無効２０１０－８０００８１号）。原告は，その手続中の平成２２年７月２０日

付けで訂正請求をしたところ，特許庁は，平成２３年３月３日，「訂正を認める。

特許第３５５２２１７号の請求項１及び２に係る発明についての特許を無効とす

る。」との審決をし，その謄本は平成２３年３月１４日に原告に送達された。 

２ 本件発明の要旨 

本件特許の請求項１及び２（本件発明１及び２）は次のとおりである。 

【請求項１】 

熱損失係数が１．０～２．５ｋｃａｌ／㎡・ｈ・℃の高断熱・高気密住宅におけ

る布基礎部を，断熱材によって外気温の影響を遮断し十分な気密を確保した上で，

該布基礎部内の地表面上に防湿シート，断熱材，蓄熱層であるコンクリート層を積

層し，蓄熱層には深夜電力を通電して該蓄熱層に蓄熱する発熱体が埋設された暖房

装置を形成し，蓄熱層からの放熱によって住宅内を暖める蓄熱式床下暖房システム

において，布基礎部と土台とを気密パッキンを介して固定してより気密を高め，ス

テンレスパイプに鉄クロム線を入れ，ステンレスパイプと鉄クロム線の間を酸化マ

グネシウムで充填し，ステンレスパイプの外側をポリプロピレンチューブで被覆し

てなるヒータ部を，銅線を耐熱ビニールで被覆してなるリード線で複数本並列若し

くは直列に接続してユニット化されたコンクリート埋設用シーズヒータユニット

が，配筋時に配筋される金属棒上に戴架固定後，１回のコンクリート打設によりコ

ンクリート層内に埋設され，該シーズヒータはユニット又は複数のユニットからな

るブロックごとに温度センサーの検知により制御され，さらに床面の所定位置には

室内と床下空間とを貫通する通気孔である開閉可能なスリットを形成し，蓄熱され

た熱の放射により床面を加温するとともに，加温された床面からの二次的輻射熱と，

床下空間の加温された空気がスリットを介して室内へ自然対流する構成とすること

で，居住空間を２４時間低温暖房可能で暖房を行うことを特徴とする蓄熱式床下暖
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房システム。 

【請求項２】 

室内温度設定を１８～２３℃，床面の温度設定を２０～２５℃，コンクリート層

の表面温度設定を２３～３８℃とするために，施工する住宅の構造等に応じて，コ

ンクリート層の厚さを１５０～２００ｍｍ，各ヒータの配置間隔を１３０～２００

ｍｍ，深夜電力を通電するヒータを５時間通電用か８時間通電用からそれぞれ選択

し埋設して構成される請求項１記載の蓄熱式床下暖房システム。 

３ 審判における原告主張の無効理由 

(1) 無効理由１（特許法２９条２項） 

本件発明１及び２は，甲１（「深夜電力利用電気蓄熱床暖房システム技術資料」

（平成１３年３月現在）原告作成）に記載された発明に基づいて当業者が容易に発

明をすることができたものである。 

(2) 無効理由２（特許法２９条１項３号） 

本件発明１及び２は，甲１に記載された発明である。 

４ 審決の理由の要点 

(1) 甲１の頒布時期等について 

甲１は原告の作成した技術資料であり，その内容からみて販売代理店等に秘密を

守る義務のない態様で配布されたものと認められる。頒布日については明らかでな

いが，甲１に「この技術資料の内容は，平成１３年３月現在のものです。」と記載

されていること，床下土間蓄熱方式について説明のある原告のカタログが複数存在

し，各カタログには，その記載内容が，平成１２年１２月現在（甲３），平成１３

年１１月現在（甲１７），平成１４年９月現在（甲１８）のものである旨記載され

ているところ，このようにカタログが頻繁に更新され，そのたびに記載内容の基準

となる時期を更新していることに照らすと，甲１についても，上記記載に応じた平

成１３年３月ころに納品されたものと推定される。また，平成１４年２月５日発行

の北海道住宅新聞（甲２）に，原告が「床下土間蓄熱方式」を含む蓄熱式床暖房シ
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ステムの部材販売を行う販売代理店を募集しており，かつ，蓄熱式床暖房システム

の販売実績があることが記載されていること，上記のとおり平成１２年１２月現在

（甲３），平成１３年１１月現在（甲１７）と記載されたカタログが存在し，この

ようなカタログは販売に用いられるものであることなどからすると，原告は，平成

１４年２月の時点で蓄熱式床暖房システムの販売実績等があるものと認められ，そ

うであれば，システムの施工に必要な甲１の技術資料を配布しない理由はない。し

たがって，甲１は，本件出願前に頒布されていたものと認められる。原告は，甲１

が平成１４年６月２５日に納品されたなどと主張するが，証拠に照らし，採用する

ことができない。 

(2) 本件発明１と甲１に記載された引用発明との対比 

本件発明１と引用発明との一致点，相違点は次のとおりである。 

【一致点】 

高断熱・高気密住宅における布基礎部を，断熱材によって外気温の影響を遮断し

十分な気密を確保した上で，該布基礎部内の地表面上に防湿シート，断熱材，蓄熱

層であるコンクリート層を積層し，蓄熱層には深夜電力を通電して該蓄熱層に蓄熱

する発熱体が埋設された暖房装置を形成し，蓄熱層からの放熱によって住宅内を暖

める蓄熱式床下暖房システムにおいて，布基礎部と土台とを気密パッキンを介して

固定してより気密を高め，ステンレスパイプに鉄クロム線を入れ，ステンレスパイ

プと鉄クロム線の間を酸化マグネシウムで充填し，ステンレスパイプの外側をポリ

プロピレンチューブで被覆してなるヒータ部を，銅線を耐熱ビニールで被覆してな

るリード線で複数本並列若しくは直列に接続してユニット化されたコンクリート埋

設用シーズヒータユニットが，コンクリート層内に埋設され，該シーズヒータはユ

ニット又は複数のユニットからなるブロックごとに温度センサーの検知により制御

され，さらに床面の所定位置には室内と床下空間とを貫通する通気孔であるスリッ

トを形成し，蓄熱された熱の放射により床面を加温するとともに，加温された床面

からの二次的輻射熱と，床下空間の加温された空気がスリットを介して室内へ自然
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対流する構成とすることで，居住空間を２４時間低温暖房で暖房を行う蓄熱式床下

暖房システム。 

【相違点１】 

高断熱・高気密住宅について，本件発明１では「熱損失係数が１．０～２．５ｋ

ｃａｌ／㎡・ｈ・℃」のものであるのに対して，引用発明では熱損失係数が特定さ

れていない点。 

【相違点２】 

シーズヒータユニットのコンクリート層内への埋設が，本件発明１では「配筋時

に配筋される金属棒上に戴架固定後，１回のコンクリート打設により」行われるの

に対し，引用発明では「鉄筋に結束線で固定され」るものの「２回のコンクリート

打設により」行われる点。 

【相違点３】 

通気孔であるスリットが，本件発明１では「開閉可能なスリット」であるのに対

し，引用発明では「ガラリ」であり，開閉可能であるか否か不明な点。 

(3) 本件発明１と引用発明との相違点に関する審決の判断 

相違点１について，相違点１に係る本件発明１の構成は，補正により加えられた

ものであるところ，本件特許に係る無効審判請求（無効２００８－８００２３３号）

の審決に対して提起された別件審決取消訴訟（知財高裁平成２１年（行ケ）第１０

１７５号）の判決において，上記補正は，新規事項の追加に当たらないとされ，そ

の理由として，「本件発明の解決課題及び解決手段に寄与する技術的事項には当た

らない事項について，その範囲を明らかにするために補足した程度にすぎない場合

というべきであ」り，また，仮に上記補正が技術的内容を含んでいると解したとし

ても，「熱損失係数が１．０～２．５ｋｃａｌ／㎡・ｈ・℃」の数値は，本件発明

の課題解決の対象である「高断熱・高気密住宅」をある程度明りょうにしたにすぎ

ない旨判示されている。 

このことからみて，相違点１に係る本件発明１の構成は，蓄熱式床下暖房システ
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ムの効率を考慮して，当業者が適宜設定し得た事項にすぎず，当業者が容易に想到

し得たものである。 

相違点２について，特開平１１－９３１０９号公報（甲７）には，「鉄筋４及び

ヒーティングケーブル９を埋込むように熱線反射断熱シート５上にコンクリート１

１を打設」する施工方法が記載されており，この施工方法は「ヒーティングケーブ

ルの１回のコンクリート打設による埋設」といえるものである。また，甲７には，

この施工方法は建物にも適用されることが記載されている。そして，甲７のヒーテ

ィングケーブル９は，「保護用銅チューブ管９ｃにニクロム線などの電導線９ａを

挿通するとともに，保護用銅チューブ管９ｃ内に充填された絶縁用の酸化マグネシ

ウム９ｂによって両者が電気的に絶縁され」，「保護用銅チューブ管９ｃには，腐

食防止用ビニール被覆９ｄが形成され」るものであって，引用発明の「シーズヒー

タ」と同様の構造を有するものであるから，引用発明のシーズヒータの埋設に甲７

記載の上記施工方法を適用し，相違点２に係る本件発明１の構成とすることは，当

業者が容易に想到し得たことである。 

相違点３について，特開平５－３１１７６８号公報（甲９）には，高断熱，高気

密の家屋において，床下暖房の熱を開閉可能な通気口を通して取り入れることが記

載されており，また，登録実用新案第３０３８３２４号公報（甲２２）には，建物

内の空気循環のために設けた通気口に開閉式の通気ガラリを採用することが記載さ

れているように，建物に通気孔として設けられた開口やガラリに開閉機構を設ける

ことは，特別な構造といえるものではなく，引用発明のガラリを開閉可能なものと

して相違点３に係る本件発明１の構成とすることは，設計事項として当業者が容易

に想到し得たことである。 

(4) 本件発明２の構成に関する審決の判断 

甲１には，目標とする室内温度，床面の温度，コンクリート層の表面温度につい

ては記載されていないが，蓄熱式床下暖房システムを使用するための最適な温度を

設定することは当業者が当然行うことであり，そのために施工する住宅の構造等に
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応じて，コンクリート層の厚さを設定し，深夜電力により通電するヒータが５時間

通電用か８時間通電用かに応じて各ヒータの配置間隔を設定することは，当業者の

通常の創作能力の発揮であり，本件発明２の構成とすることは，設計事項として当

業者が容易に想到し得たことである。なお，甲１にも，コンクリート層の厚さを２

００ｍｍ，各ヒータの配置間隔を５時間通電用では１４０～１６０ｍｍ，８時間通

電用では２３０～２５０ｍｍとすることが記載されている。 

(5) 審決の作用効果に関する判断及び結論 

そして，本件発明１及び２が奏する作用効果についてみても，引用発明及び甲７

記載の施工方法から，当業者が予測し得る程度のものである。 

したがって，本件発明１及び２は，引用発明及び甲７記載の施工方法に基づいて，

当業者が容易に発明をすることができたものである。 

 

第３ 原告主張の審決取消事由 

１ 取消事由１（甲１が本件出願前に頒布された文献であるとした認定の誤り） 

審決は，甲１は本件出願前に頒布された刊行物に該当すると認定した。 

しかしながら，甲 1 は，甲４１～４９（技術資料の納品書，技術資料の印刷業者

が作成した陳述書，原告代表者の陳述書等）からも明らかなように，本件出願以後

に頒布されたものであり，審決は，その認定を誤ったものである。 

２ 取消事由２（相違点１に関する判断の誤り） 

審決は，高断熱・高気密住宅の熱損失係数を「１．０～２．５ｋｃａｌ／㎡・ｈ

・℃」の範囲と特定することは，蓄熱式床下暖房システムの効率を考慮して，当業

者が適宜設定し得た事項にすぎないと判断している。 

しかし，本件発明１は，高断熱・高気密住宅において効果を奏するものであり，

「熱損失係数１．０～２．５ｋｃａｌ／㎡・ｈ・℃」との記載は，「高断熱・高気

密住宅」を明らかにしたものである。 

本件発明１は，高断熱・高気密住宅の断熱材に囲まれた内部から外部に放熱され
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た熱量を蓄熱層からの低温暖房によって補充することで，住宅内の暖房を行うもの

であるから，熱損失係数が２．５ｋｃａｌ／㎡・ｈ・℃以上であると，住宅内から

損失してしまう熱量が大きすぎて，蓄熱層の温度を高温にしなければその損失分を

補充することはできなくなり，低温による暖房が不可能となってしまう。 

３ 取消事由３（相違点２に関する判断の誤り） 

審決は，引用発明の「シーズヒータの埋設」に甲７（特開平１１－９３１０９号

公報）記載の事項を適用することは，当業者が容易になし得たことであると認定し

ている。 

しかしながら，従来，コンクリート層に発熱体を埋設するには一度コンクリート

打設をし，その上に発熱体を戴架し，その上にもう一度コンクリート打設をする２

回打設が行われてきた。この２回打設ではコンクリートの強度が弱く，蓄熱層であ

るとともに床下の基礎部の一部を担うことはできなかった。 

そこで，本件発明１は，シーズヒータユニットを使用することで，１回の打設に

より容易にコンクリート内に埋設することを可能とするものである。そして，１回

打設であるから，コンクリート層の強度が強く，該コンクリート層が基礎部の一部

を兼ねることも可能となるのである。 

なお，甲７には，ユニット化された発熱体を１回のコンクリート打設により埋設

することについての記載はない。 

４ 取消事由４（本件発明２の構成に関する判断の誤り） 

審決は，最適な温度を設定すること，そのために施工する住宅の構造等に応じて

コンクリート層の厚さを設定し，深夜電力により通電するヒータが５時間通電用か

８時間通電用かに応じて各ヒータの配置間隔を設定することは，当業者の通常の創

作能力の発揮であり，本件発明２の構成とすることは，設計事項として当業者が容

易に想到し得たことであると判断した。 

しかし，本件発明２は，本件発明１の構成において，各事項を選択して構成され

るのであって，その選択によって効率の高い低温暖房が可能となるのである。本件
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発明１及び２は，家屋の一部である土間基礎を蓄熱体として，基礎部や床下空間及

び家屋とが一体化した蓄熱式床下暖房システムであって，本件発明１の構成要件す

べてを満たすことによって従来に比して低温な暖房を可能とするなどの効果を奏

し，さらに本件発明２の構成要件を満たすことによって，より高い効果を得られる

ものである。 

したがって，本件発明２の構成及び効果は，引用発明等に基づいて容易に想到で

きるものではない。 

 

第４ 被告の反論 

１ 取消事由１に対し 

原告は，審決の判断について具体的に反論することなく，単に「甲４１～４９か

ら明らかである。」と主張する。 

しかしながら，審決は，審判段階で被告が提出した複数の証拠と原告が提出した

甲４１～４９の記載内容を詳細に検討し，具体的な理由を付した上で，甲１の頒布

時期を本件出願前であると認定し，甲４１～４９については，証拠の記載が不自然

で，信用できないとしたのであり，その認定・判断に誤りはない。 

２ 取消事由２に対し 

相違点１に係る本件発明１の構成（熱損失係数の特定）は，原告の補正により追

加された構成であるところ，この補正が新規事項の追加に当たるかどうかが争われ

た別件審決取消訴訟の確定判決において，上記補正による熱損失係数の特定は，課

題解決等に寄与する技術的事項に該当せず，該当するとしても格別な意味がないこ

とから，新規事項の追加に当たらないと判断されている。原告の主張は，この判断

を蒸し返すもので，禁反言の法理に反する。 

原告の主張自体が許されるとしても，高断熱・高気密住宅を熱損失係数で評価す

ることは本件出願前からすでに行われているから，そのような範囲の断熱性を住宅

に適用することは当業者にとって容易である。 
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３ 取消事由３に対し 

原告は，相違点２について，｢従来，コンクリート層に発熱体を埋設するには…２

回打設が行われてきた。…シーズヒータユニットを使用することで，コンクリート

の１回打設が可能になった。その結果，コンクリート強度が増し，基礎の一部を兼

ねることも可能になった。なお，ユニット化された発熱体を１回のコンクリート打

設により埋設する技術はない。｣と主張する。 

しかしながら，審決は，「引用発明のシーズヒータの埋設に甲７（特開平１１－

９３１０９号公報）記載の事項，すなわち，１回のコンクリート打設によるヒーテ

ィングケーブルの埋設という技術を適用することは，当業者が容易になし得たこと

である。」旨認定したのであって，甲７のヒータがユニットかどうかは判断してい

ないし，ユニット化されたヒータは甲１に記載されている。 

本件発明１のヒータ部は，引用発明のヒータと同一であり，甲７のヒータと構成

が共通する。すなわち，これらはいずれも，金属管の内部に導線があり金属管の周

囲をビニール被覆している。このことがヒータをコンクリートの１回打設で埋設す

ることを可能にした前提技術であり，ユニット化されているかどうかは１回打設と

全く関係ない。本件発明１のヒータが本件出願前から知られている１回打設可能な

構成をしているのであるから，１回打設とするか２回打設とするかは，正に設計的

事項である。そして，コンクリートの２回打設より１回打設が強度の強いこと，工

期が短く，それ故低コストであることは，当業者といわず，コンクリートを使用す

る業界において周知である。 

なお，甲１の表紙写真（左上）では，ヒータユニットをコンクリートの１回打設

で埋設している。 

したがって，相違点２に係る本件発明１の構成とすることは，当業者が容易にな

し得たことである。 

４ 取消事由４に対し 

原告は，本件発明２に関する審決の判断に対して，「…効率の高い低温暖房が可
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能となる。本件発明２では本件発明１の構成より高い効果（より効率の高い低温暖

房）を得られる。」と主張する。 

しかしながら，原告の主張する「効率の高い低温暖房」の内容は判然としない。

「低温」について，本件明細書を参照しても具体的な作用，効果，比較等は記載さ

れておらず，単に熱源を低温にしたというのであれば，正に設計事項である。「効

率」についても，本件明細書には，「床材に上下貫通した通気孔があるために…低

温でかつ均一な効率の良い全館暖房が可能である。」（段落【００１８】）との記

載はあるものの，本件発明２の構成とは無関係な記載である。したがって，原告の

主張する効果は，本件発明２の構成に基づくものではない。 

なお，本件発明２の構成のうち，各種の設定温度は，他の構成を特定することに

よって必然的に達する温度であり，単なる効果でしかない。しかも，ヒータの発熱

量，床下空間の高さなど諸条件が変更されると，設定温度以外の構成を特定したと

しても，目的の温度になるとは限らない。したがって，本件発明２の構成は，先行

技術に対する効果はなく，当業者の通常の創作力の範囲内で決定される設計的事項

である。 

 

第５ 当裁判所の判断 

１ 本件発明について 

本件明細書及び図面（甲３９，４０）によれば，本件発明１及び２について，次

のとおり認められる。 

本件発明１及び２は，高断熱・高気密住宅における深夜電力を利用した床下暖房

装置及び建物構造・床構造を含めた深夜電力利用の蓄熱式床暖房システムに関する

ものである（段落【０００１】）。従来の蓄熱式床暖房は，床材直下にコンクリー

ト等の蓄熱層を形成し，その表面又は内部に埋設された電熱線の発熱等により蓄熱

層に蓄熱し，その熱の放射により暖房を行っているが，床下直下に暖房装置を設置

すると，手間や設置費が高くなる，床面の温度にむらが出る，床面と室内上部との
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温度差が生じるため，床面と室内の温度を均一にするには電気代がかかるなどの問

題があった（段落【０００２】，【０００３】）。また，高床式家屋の床下空間を

利用して蓄熱層を含めた暖房装置と床面の間に密閉された空間を設けたものもある

が，床下空間が密閉空間であるために，空間内に熱が篭ってしまい，床面と上部と

の温度差が生じる，床面が高温になり床面に歪みが生じるなどの問題があった（段

落【０００４】）。そこで，本件発明１及び２は，請求項に記載された構成をとる

ことにより，①安価な深夜電力を使用して夜間に蓄熱層（コンクリート層（下記【図

１】の３））に熱を蓄え，日中に蓄熱層の放射熱により床暖房を行うので，室内温

度を２４時間ほぼ一定に保つ全館暖房が可能となる，②床下空間を利用して蓄熱層

と床面との間に空間を設け，床材（下記【図１】の６）に上下貫通した通気孔（下

記【図１】の７）を設けることで床下と室内が一体化した空間となり，床面からの

低温による輻射熱暖房だけでなく，室内の空気を自然ないし強制対流によって暖め

るので，低温でかつ均一な効率の良い全館暖房が可能であり，床面と家屋全体の空

間の温度をコントロールすることが可能である，③熱源としてユニット式のシーズ

ヒータ（下記【図１】の４）を使用するので施工が容易で，しかも発熱体の寿命が

長く，メンテナンスの必要がなく，万一ヒータにトラブルが生じた場合でもメンテ

ナンスが容易にできる等の効果を奏するものである（特許請求の範囲【請求項１】，

【請求項２】，発明の詳細な説明の段落【０００６】，【００１８】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 13 - 

【図１】本件発明の床暖房システムの断面図 

  

 

２ 取消事由１（甲１が本件出願前に頒布された文献であるかどうか）について 

(1) 証拠（甲１～３，１０，１７，１８，２９）及び弁論の全趣旨によれば，

原告は，深夜電力を利用した蓄熱式電気床暖房システムの販売等を業とする会社で

あると認められるところ，上記蓄熱式床暖房システムに関して原告が作成した資料

として，技術資料（甲１，２９）及びカタログ（甲３，１０，１７，１８）が存在

しており，それらの資料の末尾には，それらの資料の内容がそれぞれ平成１２年１

２月現在（甲３），平成１３年３月現在（甲１），平成１３年１１月現在（甲１７），

平成１４年５月現在（甲２９），平成１４年９月現在（甲１８），平成１８年７月

現在（甲１０）のものであることが記載されている。また，甲１の技術資料には，

上記蓄熱式床暖房システムの特長，システム構成，部材，図面，施工手順，操作の

方法等が細かく記載されている。さらに，平成１４年２月５日付けの北海道住宅新

聞（甲２）には，原告が販売等する上記蓄熱式床暖房システムについて，東北地方

において多くの採用実績があり，原告が販売代理店を募集している旨の記載がある。 

(2) 上記(1)のとおり，上記蓄熱式床暖房システムに関して，記載内容の基準

時が異なる技術資料やカタログが複数存在し，数か月の違いであっても基準時が書

き分けられていることに照らすと，これらの技術資料やカタログは，その内容の変

更に応じて随時更新され，各技術資料やカタログに内容の基準時として記載された

時期に近接した時期に作成されたものと認められる。 

そして，甲１の技術資料は，その記載内容に照らし，上記蓄熱式床暖房システム

の施工に必要な技術資料であって，販売に際して不特定多数の施主や工事業者に配
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布される資料であると認められるところ，上記(1)の認定事実及び各証拠の記載によ

れば，原告は，平成１４年２月までに，上記蓄熱式床暖房システムにつき多数の施

工実績があるものと認められるから，甲１の技術資料も，平成１３年３月ころ以降，

遅くとも平成１４年２月ころまでには頒布されていたと認めるのが相当である。 

したがって，甲１の頒布時期に関する審決の認定に誤りはない。 

なお，原告は，甲１が本件出願（平成１４年５月２日）後に頒布されたと主張し，

原告代表者の陳述書（甲４９）には，甲１，２９の各技術資料は，いずれも平成１

４年６月ころにその内容をまとめたものであり，平成１４年６月２５日付けで印刷

業者から納品を受けたものである旨の記載があり，印刷業者作成の陳述書（甲４４）

にはこれに符合する記載がある。しかしながら，その記載自体客観的資料に基づく

ものではなく，内容の基準時が平成１３年３月と記載された技術資料（甲１）が平

成１４年６月ころまで印刷・納品されず，しかも，平成１４年５月現在と記載され

た技術資料（甲２９）と同時に内容がまとめられ，かつ，同時に納品されるという

のは不自然であって，上記陳述書の記載はいずれも採用することができない。 

以上のとおりで，取消事由１は理由がない。 

３ 取消事由２（相違点１に関する判断の当否）について 

(1) 上記２(2)で認定したとおり，甲１の技術資料は，原告が販売等する深夜

電力を利用した蓄熱式床暖房システムの施工に必要な技術資料であって，その記載

内容から認められる引用発明も，高断熱・高気密住宅における深夜電力を利用した

蓄熱式床暖房システムに関するものであり，審決が一致点として認定する大部分の

構成が本件発明１と共通し，相違点１～３において本件発明１と相違するものであ

る。 

(2) 原告は，相違点１について，審決が，引用発明の「高断熱・高気密住宅の

熱損失係数を「１．０～２．５ｋｃａｌ／㎡・ｈ・℃」の範囲と特定することは，

蓄熱式床下暖房システムの効率を考慮して，当業者が適宜設定し得た事項にすぎ」

ないと判断したことは誤りであると主張する。 
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しかしながら，本件発明１の熱損失係数を「１．０～２．５ｋｃａｌ／㎡・ｈ・

℃」の範囲とする構成は，原告も別件審決取消訴訟の準備書面（甲１１）において

主張しているように，日本の住宅の省エネルギー性を高めるために断熱性等に関す

る基準を定めた「次世代省エネルギー基準（平成１１年省エネルギー基準）」にお

いて，断熱性を示す指標として熱損失係数が用いられ，北海道から鹿児島まで（床

暖房システムの採用が予想されない沖縄を除いた全国）の熱損失係数が１．４～２．

３ｋｃａｌ／㎡・ｈ・℃の範囲で定められている（甲４，１１）ことに対応するも

ので，当業者が施工する高断熱住宅における一般的な熱損失係数を表したものにす

ぎないものといえる。そうであれば，引用発明の高断熱・高気密住宅における断熱

性についても，そのような一般的な熱損失係数の数値である「１．０～２．５ｋｃ

ａｌ／㎡・ｈ・℃」の範囲とすることは，当業者が適宜なし得た事項にすぎないと

いえる。 

したがって，相違点１に関する審決の判断に誤りはなく，取消事由２は理由がな

い。 

４ 取消事由３（相違点２に関する判断の当否）について 

甲７（特開平１１－９３１０９号公報）によれば，甲７には，発熱体（電導線）

を道路の舗装部材に埋設する場合に，発熱体の周りにビニール被覆されたケーブル

を埋設する場合には，強度が弱いため，コンクリートの打設を２回に分けて施工す

る必要があったが（段落【００２０】～【００２３】），発熱体を金属配管に挿通

したケーブルを用いることにより１回のコンクリート打設で埋設することが可能に

なる（段落【００２９】～【００３１】，【００３８】～【００４０】）という技

術的事項が開示されていることが認められる。 

審決が認定するとおり，引用発明は２回のコンクリート打設によりシーズヒータ

ユニットを埋設しているが，２回打設の方法が１回打設の方法に比して余分な施工

期間を費やすものであることは，当業者が容易に理解できるものであって，引用発

明について，施工期間の短縮に関する動機付けはあるものといえる。次に，引用発
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明は，発熱体をコンクリートの蓄熱層に埋設することで住宅の暖房を行うシステム

に関する発明であるところ，甲７に記載されたコンクリート打設の方法も，コンク

リートに発熱体を埋設することで道路の暖房を行うシステムに用いるものであっ

て，技術分野としては近接するものである上，甲７には，「上述した施工方法によ

れば車道および歩道に限られず，たとえば，図１０に示すように，建物の玄関付近

やその階段部分にも適用することができる。」（【００４９】）と記載され，１回

打設の方法が建物にも適用可能であることが示唆されている。そして，上記のとお

り，甲７には，発熱体を金属配管に挿通したケーブルを用いることにより１回打設

可能とする技術が開示されているところ，甲１によれば，引用発明のシーズヒータ

ユニットも，鉄クロム線をステンレスパイプに挿通する構造を有する発熱体である

から，構造の類似性に照らし，引用発明に甲７記載の上記事項が適用可能であるこ

とは明らかである。 

したがって，引用発明に甲７記載の事項を適用し，シーズヒータユニットを１回

のコンクリート打設によりコンクリート層内に埋設する構造とすることは，当業者

にとって容易に想到し得たものと認められる。 

原告は，本件発明１について，シーズヒータユニットを使用することで１回打設

が可能になったと主張するが，引用発明もシーズヒータユニットを使用するもので

あって，原告の上記主張は採用することができない。また，原告は，甲７には，ユ

ニット化された発熱体を１回打設により埋設することの記載はないとも主張する

が，甲７で１回打設による発熱体の埋設が可能となったのは，発熱体を金属配管に

挿通することによるものであって，ユニット化されているかどうかは無関係である

から，原告の上記主張も採用することができない。 

したがって，取消事由３は理由がない。 

５ 取消事由４（本件発明２の構成に関する判断の当否）について 

本件発明２の構成は，目標とする室内温度，床面温度，コンクリート層の表面温

度にするために，コンクリート層の厚さ，各ヒータの配置間隔，深夜電力の通電時
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間を具体的に特定したものであるが，目標とする室内温度等にするために，施工す

る住宅の構造等に応じて，上記の事項を検討すべきことは，コンクリート層やヒー

タの役割に照らし当然であり，通常想定する範囲内の事項につき特定したものとい

える。 

これに対し，甲１には，目標とする室内温度等については明記されていないもの

の，「酒田市内Ｎ邸の温度データ」として，床下土間表面温度，１階室温，２階室

温，外気温が示されたグラフが記載され，床下土間表面温度（コンクリート層の表

面温度）はおよそ２５～３２℃の間を，１階室温，２階室温はおよそ１８～２２℃

の間を，それぞれ推移している（１頁）ことに照らすと，引用発明においても，本

件発明２と同様に，一定範囲の室内温度やコンクリート層の表面温度を目標として

いることが窺える。また，甲１には，コンクリート層の厚さは１７０～２００ｍｍ

が正常であること（１７頁），シーズヒータユニットには５時間通電対応ヒータと

８時間通電対応ヒータがあり，各ヒータの配置間隔は，５時間通電対応ヒータの場

合１４０～１６０ｍｍで，８時間通電対応ヒータの場合２３０～２５０ｍｍである

こと（３頁，６頁，１０頁，１２頁，１７頁）が記載されている。 

このように，引用発明においても，一定範囲の室内温度やコンクリート層の表面

温度を目標としていることが窺えるところ，引用発明は「床」暖房システムに関す

る発明であるから，室内温度に加えて床面温度を対象に加えることに困難はなく，

かつ，本件発明２の目標温度は常識的な温度であるから，当業者にとって，本件発

明２のような目標温度を設定することは容易であるといえる。また，上記説示のと

おり，目標とする室内温度等にするために，施工する住宅の構造等に応じて，コン

クリート層の厚さ等を検討することは当然であり，甲１にはコンクリート層の厚さ

等の具体的な値について本件発明２と重複する値が記載されていることからして，

引用発明において，さらに進めて，本件発明２と同様の室内温度等を目標とし，そ

のために，同様のコンクリート層の厚さ等を選択することは，当業者が容易に想到

し得たものである。 
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したがって，本件発明２の構成に関する審決の判断に誤りはなく，取消事由４は

理由がない。 

 

第６ 結論 

以上のとおり，原告主張の取消事由は理由がないから，原告の請求を棄却するこ

ととして，主文のとおり判決する。 

 

   知的財産高等裁判所第２部 
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